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石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
を
指
定
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１
・
２

（
略
）

１
・
２

（
略
）

３

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

３

別
表
各
号
に
掲
げ
る
地
区
ご
と
の
区
域
の
表
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月

一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河

一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
、
埋
立
地
の
区
域
、
海
岸
線
、
河

川
又
は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

川
又
は
道
路
若
し
く
は
鉄
道
そ
の
他
の
施
設
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

別
表

別
表

一
～
二
十

（
略
）

一
～
二
十

（
略
）

（
削
る
）

二
十
一

久
里
浜
地
区

神
奈
川
県
横
須
賀
市
久
里
浜
九
丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め

る
区
域

二
十
一
～
二
十
八

（
略
）

二
十
二
～
二
十
八
の
二

（
略
）

二
十
九
～
四
十
六

（
略
）

二
十
九
～
四
十
六

（
略
）

四
十
七

和
歌
山
北
部
臨
海
南
部
地
区

四
十
七

和
歌
山
北
部
臨
海
南
部
地
区

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

和
歌
山
県
有
田
市
初
島
町
浜

の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の

ロ

和
歌
山
県
有
田
市
初
島
町
浜
及
び
港
町
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の

定
め
る
区
域

定
め
る
区
域

ハ

イ
及
び
ロ
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

ハ

イ
及
び
ロ
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

四
十
七
の
二
～
六
十
六

（
略
）

四
十
七
の
二
～
六
十
六

（
略
）

（
削
る
）

六
十
七

唐
津
地
区

佐
賀
県
唐
津
市
の
区
域
の
う
ち
次
の
区
域

西
大
島
町
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

(1)

二
タ
子
三
丁
目
の
区
域
の
う
ち
主
務
大
臣
の
定
め
る
区
域

(2)

六
十
七
～
六
十
九

（
略
）

六
十
八
～
六
十
九
の
二

（
略
）

七
十
～
七
十
五

（
略
）

七
十
～
七
十
五

（
略
）
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
及
び
業
務
）

（
広
域
共
同
防
災
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
及
び
業
務
）

第
二
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
別
表
第

第
二
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
別
表
第

三
の
と
お
り
と
す
る
。

三
の
と
お
り
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
二
十
二
条
関
係
）

区

分

区

域

区

分

区

域

第
一
地
区

（
略
）

第
一
地
区

（
略
）

第
二
地
区

（
略
）

第
二
地
区

（
略
）

第
三
地
区

（
略
）

第
三
地
区

（
略
）

第
四
地
区

（
略
）

第
四
地
区

（
略
）

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
十
九
号
、
第
二
十
号
及
び
第
三
十
一
号

第
五
地
区

区
域
令
別
表
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
及
び
第

に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

三
十
一
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
一
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
六

第
六
地
区

区
域
令
別
表
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
二
十
七

号
及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

号
及
び
第
三
十
号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
七
地
区

（
略
）

第
七
地
区

（
略
）

第
八
地
区

（
略
）

第
八
地
区

（
略
）
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第
九
地
区

（
略
）

第
九
地
区

（
略
）

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
、
第
六

第
十
地
区

区
域
令
別
表
第
五
十
号
か
ら
第
五
十
五
号
ま
で
、
第
六

十
四
号
、

第
六
十
八
号
及
び
第
七
十
一

十
四
号
、
第
六
十
七
号
、
第
六
十
九
号
及
び
第
七
十
一

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

号
に
掲
げ
る
地
区
の
区
域

第
十
一
地
区

（
略
）

第
十
一
地
区

（
略
）

第
十
二
地
区

（
略
）

第
十
二
地
区

（
略
）


